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新通報
119番通報の新

1 はじめに

「火災通報は 119番 をダイアルして……」 とい

うスタイルが定着 してか ら、もう62年になる。

この慣れ親 しんだ 119番通報の世 界に 「自動通

報 システム」
「新通報 システム」

「非常通報」
「直接

通報」犠日時通報」
「緊急通報」 などという言葉 が

次々に登場 してきたのは、 3年 ほ ど前からだろう

か。

個別 に見れば、かな り以前か ら検討 されてきた

もの もあるし、一部 では昔か ら採用されていた方

式 もあるが、これ らが ここにきて一気 に実現され

るようになってきた背景 には、技術的、経済的、

社会的 にそれな りの必然′性があるか らであろう。

本稿 では、これ らの 119番通報 の新 たなシステ

ムを総称 して 「新通報 システム」 と呼び、その意

義 と在 り方 について考察 してみることとしたい。

2 新通報システムの現状

火災が発生 したときには、消防機関への通報 は

早ければ早 いほ どよい。 したがつて、自動 火災報

知設備 (以下 、「自火報」という)が 作動 したとき

は、自動 的 に消防機関 に通報するようにしてお く

か、そうでない場合 で も、火災であるか どうか現

場 に行 って確認 をする前 に通報することが、火災

の被害 を最小限に抑 えることからすれば、本来の

在 り方であろう。

ところが、 日本では、近年 までそうした通報 シ

ステムを (少なくとも積極的には)採 用 してこな

かった。
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防機関の役割

これは、自火報 の信頼性 が 「イマイチ」だった

という面 も大 き↓ヽ。

よく知 られているように、これまでの 自火報は、

調理 の煙やたばこの煙 などを火災 と誤認 して発報

すること (これを「非火災報」という)が 極 めて多

く、このため、自火報が作動 したときに自動的 に

消防機関 に通報 した り、火災確認の前 に通報 した

りすれば、火災でないのに消防隊が出場 する例 が

極めて多くな り、本当の火災の際の消防活動 に支

障を来すおそれがあると考 えられ ていたのである。

この結果、本来の火災通報 の在 り方 、すなわち

「早ければ早 いほ どよい」 という原則に目をつむ

って、火災であるか どうか現場 で確認 してから火

災通報することを原則 としてきたのである。

しか しなが ら、もし自火報 の非火災報発生率 が

相当に低 くなれば、消防機関の使命 として 「早け

れば……」の原則に近付 ける努力をすべきなのは

当然である。

かな り前か らそのことは考 えられ、非火災報対

策が熱心 に検討 されてきたが、近年 になって、非

火災報対策 の効果 に (非火災報が 0に なるという

意味でなく、非火災報の確率 が減少するという意

味 において)あ る程度のめ どがつき、一定の非火

災報対策 を実施 した場合 には、「自火報 の鳴動 →

直ちに通報」 というシステムを、ある程度の範囲

までなら実施 し得 るようになってきた。

一方、 LSI技 術の急速 な進歩 により、音声合

成装置が安イ面に手 に入るようになったことなどの

技術的背景 もあ り、自火報 が作動 した り火災を発

見 して通報 ボタンを押 した りした場合 に、あらか

じめ記憶 させておいた情報 を自動的に音声で通報



することが比較的安イ面に可能 になってきてお り、

1986年4月 21日の「菊水館J火災を契機 に、主 とし

て旅館 ・ホテル等 に普及することをね らいとして、

自治省消防庁 を中心 に技術基準の検討 が進 められ

てきていた。

こうした背景のなかで、1987年6月 7日 、東村

山市の特房U養護老人ホーム「松寿園」で火災が発生

し、17人のお年寄 りが亡 くなったため、東京消防

庁 では、同年 7月 15日に、まず福祉施設、病院等

について、「直接通報」 (自火報が作動 した場合 に

自動 的に通報すること)を 受 け入れることとし、

さらに 9月 28日には、かねてか らの懸案 であつた

無人防火対象物 (夜問や休 日に完全 に無人になり、

火災が発生 して も、通報や初期消火などの対応が

す ぐにはできない ビルのこと)に対 して も、「直接

通報」および 「即時通報 (自火報 の作動 を警備会

社等が通信 回線等を使 って監視 している場合 、自

火報の作動 を知 った ら(現場確認 をする前 に)直ち

にその旨を通報すること)」を受 け入れることとし

たのである。

また、1987年 7月 14日、自治省消防庁か ら旅館 ・

ホテル等や社会福祉施設等 を主たる対象 として、

非常通報装置 (通報 ボタンを押すと自動的に火災

通報 できる装置 )の 設置 についての指導指針がだ

されたことに伴 い、当庁 において も以前か ら一部

実施 していた非常通報 の導入を積極的に推進する

ことに決 め、火災通報 に要する時間の短縮 に資す
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ることとした。

一方、高齢化社会 を迎 えて独 り暮 らしのお年寄

りが増 えてきているため、東京都 の福祉部局 では、

これ らの方が急 に具合 いが悪 くなった場合 に、胸

に下げたペ ンダン トタイプの通報 ボタンを押す と

緊急事態の発生 を通報 できる「緊急通報 システム」

を普及するとともに、その運用 を行 つて きたが、

運用の合理化 と救急 車のより早 い対応を図るため、

東京消防庁 において直接 その通報 を受 けることと

し、1988年 7月 25日か ら運用 を開始 した。

このように、「早ければ早 いほ どよい」という消

防の原点を踏 まえ、非火災報対策や新 しい情報機

器の進歩等の技術的理由、省人化傾 向等の経済的

理由、高齢化の進展等の社会的理由等 を背景 に、新

しい通報 システムを着々 と 119番 通報体制 のなか

に取 り込んできた、というのが昨今 の状況である。

現段階で、このような新通報 システムの全体像

を整理すると、図 1の ようになる。

現在は、住宅 まで含 めて 自火報の火災信号等 を

消防機関でモニターし、都内のどこで火災等の消

防ニーズが発生 して も、即座 に対応できるシステ

ムをつ くる技術的可能
′性がでてきたことを視野 に

入れつつ、どのようなシステムが トータルな社会

システム としてより望 ましいのか検討 しなが ら、

段階的 に新 たな消防情報 ネッ トワークを構築 して

いくべき時期 にきていると考 えられ る。

3 新通報システムの

概要と効果

以上のような新通報 シ

ステムの全体像 を踏 まえ

つつ、個 々の幾つかの シ

ステムについて、 もう少

し詳 しくみてみよう。

1)病 院 ・社会相祉施捜

等に対 す る直接通報

(1)シ ステムの概要

現在東京消防庁 で採用

している直接通報 システ

ムは、以下のようなシス

テムである(図 2参 照)。

(押しボタン)

(押 しボ タン)

承ISDN、 ATM等 が普及すると、さらに違ったネットワークが考えられる。

合成音声に

よる通報

遠隔監視 して

いる者か らの

火災発見者
らの通報

独り暮らしの

老人等を対象

図 1 新通報システムの体系
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① 自火報に一定の非火災報対策を施す。

② 直接通報の装置を設置し (社会福祉施設には

東京都の福祉部局から補助金がでる)、自火報 と

119番 の指令台を通信回線で結ぶ。

③ 東京消防庁の承認番号を受ける。

④  自火報が作動すると自動的に 119番がダイア

ルされ、あらかじめ記1意されていた 「自動火災

報知設備が作動 しました。①O区 ○○ ○丁 目

○番地福祉施設○○ ○号 (東京消防庁への承

認番号)」などというメッセージが音声で通報さ

れ る。

③ これを受けた東京消防庁では、とりあえず救

急車 1台 を含む4台 の消防車両を出場させる。

⑥ 一方、施設側では、自火報作動後すぐ現場確

認に行き、もし本当に火災であれば、通報ボタ

ンを押す。すると、メッセージが 「火事 です。

火事 です。○○区①O… …」 と切 り替わって再

び 自動的 に 119番通報 される。

② これを受けた東京消防庁では、今度は10～15

台の消防車両を出場させる。

③  l19番通報 が終わると、引き続 いて、あらか じ

め設定 した第 2順 位以下 の通報先 (近くの職員

宿合 や園長宅 など)に 順次 、同様のメッセージ

が連絡 される。

(2)直 接通報の効果

社会福祉施設や病院で火災が発生 し、万一初期

消火に失敗 した場合 には、重体患者や寝たき りで

身動 きできないお年寄 りなど、 自力で避難するこ

とが難 しい人々が多数 いるため、避難誘導等が極

めて困難 である。

図 2 病院 ・社会福祉施設などの直接通報システム

この種 の施設 に直接通報 を導入すると、二つの

大きな効果がある。

一つは、通報が確実 に、しか も速 やかに行われ

るようになり、自火報が作動 してか ら (119番をし

てか らではない)ほ んの数分 もすれば、消防の先

発隊が到着することが期待 できるようになったこ

とである。

このことを前提 として考 えるのであれば、数 人

の職 員で数十人の寝たき りのお年寄 りを避難させ

なければならないような事態 に対 して も、一定の

方法論がみえて くる。

「消防隊が到着するまでの数分問 (火災初期の

数分間がいかに大 きな意味 をもつかはご承知の と

おりである)を いかにして しのげば、被害が最小

限になるか」 という命題 を解 けばよくなるか らで

ある。

その一つの解 は、この種 の施設で初期消火に失

敗 したら、火煙の出火室への閉 じ込め、出火区画

からの 自力避難困難者の搬 出 (水平避難 )、防火戸

の閉鎖 、ベランダの利用 な どを優先的 に行 い、ひ

とまず安全 なエ リアに助 け出した 自力避難困難者

を 2階 以上 の階から安全な地上に降ろすこと(垂直

避難 )は 後回しにして、実際 には垂直避難は消防

隊 にゆだねるというものであ り、このような戦問各

を積極的 に選択 しやす くすることが、直接通報 の

大 きな効果 なのである。

もう一つは、119番等の通報 や連絡 に要 する時間

を大幅 に短縮 できることである。

火災を確認 した後 、実際 に 119番 をダイアルし

てか ら必要事項 を通報 して受話器 を置 くまでには

1分 程度は必要 である。

もし、その後、近 くの職 員宿合 や園長宅 に電話

して応援 を要請 しなければならないのなら、貴重

な数分間がさらに費やされてしまう。

直接通報 システムを導入すると、この時間を通

報 ボタンを押す数分の 1秒 に短縮 でき、節約 した

時間は 自力で避難できない人々を出火区画の外や

ベランダ等 に搬送するのに使 えるため、夜間の人

員体制 を強化 したのと同様の効果があるのである。

この 「通報時間の短縮」という効果 は、旅館 ・ホ

テル等 を主たる対象 として普及を図 つている 「非

常通報 システム」 について も同様 である。実は、

４



直接通報 に用 いられる装置 と非常通報 に用 いられ

る装置 とはまったく同 じものであ り、ただその装

置を自火報 と接続するか否かの違 いしかないか ら

である。

(3)直 接通報の実績

1989年3月 末 日現在 、東京消防庁 で直接通報 シ

ステムの導入を承認 した件数 は、社会福祉施設287

件 、病院48作、計 335件 であ り、その承認状況は
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表 1の とお りである。特別養護老人ホームについ

ては、制度実施後 1年 8か 月 という期間の害Jに急

速 に普及 している。

一方 、病院についてはまだまだであ り、今後 、

この システムの PRに 努 めて普及の促進 を図 らな

ければならないと考 えられる。

表 2は 、直接通報 による通報状況を示 した もの

である。第 1号 が設置 された1987年 9月 から 1年

半 の間 に 393件 の通報 が

あ り、その うち火災 が 5

件 (真火 災率 1.3 % )、統計

上 「火災」にはならないが、

空焚 き等 その まま放 置 す

れ ば火災 になるおそれが

あ った もの 5件 を含 める

と10件 (2. 5 % )で あ る。

「初期消 火 に失敗 して

燃 え広 が り、まさに直接

通報 システムを採用 して

いたが ため に事 なきを得

た」 という、絵 に描 いた

ような秦功夕」は 、幸 い に

も今 の ところない。

表 1 直接通報システムの設置
状況について

1社 会福祉施設   (1989年3月 末現在 )

および病院 における直接通報 の設置数

施設別

施 設数

社会福

祉施設
院病 計

直接通報設置済

施設教
48

2社 会福祉施設のうち、特別養護老人ホー

ムおよび老人福祉施設における直接通報

の設置率

設施

施 設数

特別養護

老人ホーム

老人福祉
施設

直接通報該 当施設

総数

直接通報設置済

施設数

直接通報の設置率 956% 894%

表 2 直接通報による通報状況

(1987年9月 ～1989年2月 )

1989年 2月 末現在

合 計 113件

~28件
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図 3 非火災報発生の主な原因別件数 (火災 5件 を除 く)1989年 2月末現在

200

180

160

140

120

100

80

60

40

『１

４４ヽヽヽヽヽど

1989年 2月 末現在

機械 、人為 (平均 118件 )

人為 (平均33件 )

件均平械機

87 12
|

88  2

88  6     88  9    88 12
;          Ⅲ         I

88  8     88 11    89  2

挙

↑
‐
‐

５２
（

図 4 100施設当たりにおける3か月単位の年間通報件数の推移 (火災 5件 を除 く)

直接通報 による通報件数 (A) 393件
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図 3は 、非火災報の主 な原因別 の件数 であ り、

調理等の煙 、湯気 ・蒸気 、点検中、工事 中等 、今

後施設側や工事業者等が注意 していけば減少させ

ることができると思われ るもの (中のついている

もの)が 211件 (54.4%)を 占めている。

非火災報 の発生率 は、直接通報 の承認施設数 の

累計が毎 月増加 しているので、正確 に求めるのは

難 しいが、今 の ところ 「1施 設承認すると非火災

報 による通報が年間1.18回ある(図 4参 照 )」とい

う程度であ り、覚
フ悟していた範囲内に納 まってい

る、といえそうである。

また、図 5は 、感知器が作動 した 275件 の時間

帯別非火災報発生件数 である。 これを見ると、就

寝時間帯 (22時～ 6時 )は34件(12.3%)で 、時間当

た りの非火災報発生率 は、昼間の 3分 の 1程 度 で

あることがわかる。

注 目すべきなのは、図 6で ある。非火災報 によ

る通報のあったのは、全332施設のうち、今 のとこ

ろ144施設 (43.4%)で あ り、その内87施設(60.4%)

については 1回 通報があっただけであるが、 4回

以上通報 があつた施 設が11あ り、最 も多い ものは

23回にも及んでいる。

現在、東京消防庁 では、直接通報 で出場すると、

それが非火災報 によるものであれば、必ずその原

因を追及 して、その改善 を指示 し、同 じ施設から

再 び同 じ原因で非火災報が発生 しないようにする

とともに、そのデータを蓄積 して非火災報対策の

一層の向上 を図る方針 で臨んでいるので、このよ

うに何度 も同 じ施 設か ら非火災報 が発生するのは

極 めて遺憾 である。

このような施設 については、現在 、個別 に リス

トア ップ して改善指導 を行 っているところである

が、イオ ン化式の煙感知器 の個数 が異常 に多いと

か、古 い感知器が多いのに充分 に点検 を行 ってい

ないというような傾向があるもの もあ り、この種

の特異な施設 については、これまでの非火災報対

策 に加 えて、個 々の特性 に応 じた特別 の対策 を講

じていく必要があるようである。

2)無 人防火対象物の直接通報 と即時通報

(|)意 義 と背景

人件費の高騰や労働意識の変化等 を反映 して、

夜間や休 日に当直を置かず、無人 となって しまう

「無人防火対象物」が急速 に増加 している。

この種 の対象物 で火災が発生 した場合 には、早

期発見、初期消火、という自衛消防の基本対応が

行われないため、防火安全上問題が多い。

消防法の趣旨か らすれば、本来、夜間や休 日で

あって も、管理 について権原を有する者の責任 に

おいて一定の防火管理が必要 であるが、

① 休 日 ・夜間の無人化傾 向は、経済的 ・社会的

に大きな流れ となってお り、防火安全の論理 だ

けでこの傾向に歯止めをかけるのは難 しいこと

②  少 なくとも当該対 象物 には人命 危険 がない

こと

③ 有人時に比べて出火危険が少ないこと

な どの理 由か ら、

① 一定の非火災報対策を講 じること

② 消防隊到着後20分以内に、当該対象物を開錠

できるよう措置すること等の一定の条件を満たし

た無人防火対象物については、福祉施設等と同様、
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東京消防庁への直接通報 を認め、初期消火が行 わ

れなか った場合 の、当該対象物 自体 の延焼や隣棟

への延焼危険等のこの種 の対象物の防火安全上の

問題点 を、いわば消防サー ビスの一環 として解決

することとしたのである。

この種 の対象物のなかには、警備業者等が、自

火報の作動 を通信 回線等 を使 って遠隔監視 してい

るもの も多いのであるが、警備業者等が遠隔監視

により自火報 の作動 を知 った場合 、これまで東京

消防庁 では、警備員等がまず現場 に行 き、火災で

あることを確認 してか ら通報することを原則 とし

てきた。

今 回、無人防火対象物 に対 して直接通報 を承認

することにしたことに伴 い、警備業者等が 自火報

の遠隔監視 を行 っている場合 について も、

①  非火災報対策 、②  消防隊到着後20分以内の

開錠 等の、直接通報 と同様の条件 に加 えて、

③ 遠隔監視業務を受託 している警備業者等が、

防火管理業務が適切 に行えるための一定の条件

を満たしているものとして東京消防庁に登録さ

れていること

という条件が満 たされれば、現場確認前の通報 (即

時通報 )を認めることとしたのである。

(2)実 績

本年 4月 末 日現在 、直接通報の承認件数 は19件

であるが、即時通報 については、警備業者等の足

並みが揃 わない等の理由か ら、実質的な運用開始

が本年 1月 26日以降 になったこともあ り、登録業

者は 5件 、承認 については 「ただ今準備 中」 とい

う段階である。

登録 を終 えた業者や準備 中の業者 をみると、や

は り警備業者が多いが、消防用設備等のメンテナ

ンスの一環 として即時通報 に取 り組みたいとする

設備関係業者や、不動産管理の一環 としたいとす

る不動産管理業者 なども含 まれてお り、この分野

が多様 なアプローチの対象 となってきていること

を窺わせる。

4 新通報システムの将来の方向

1)直 接通報の対象範囲の拡大

すべての 自火報 と消防機関 とを通信 回線 で直結
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する、という考 えは、防火安全の観点だけか らみ

ると理想的なものか もしれないが、現実 には非火

災報対策 の レベルはまだとて もそこまで達 してい

ないし、社会の トータルコス トと消防機関の役割

の限界等 についての議論 も煮詰 まった ものとはな

っていない。

したがって、現在直接通報 が実施 されている福

祉施設 ・病院等 、および無人防火対象物 において、

その奏功例 の蓄積 、非火災報 による消防隊の出場

回数 、非火災報対策の向上 による非火災報率 の減

少の度合 い等 を確認 しなが ら、一方で、

① 社会のエーズ

②  コス トパフ ォーマ ンスにつ いて の分析

③ 受益者負担と公的負担のバランス

④ 公(直接通報)と民(即時通報)との間の適切な

業務分担

等 についての議論 を積 み重ねていき、必要 に応 じ

て直接通報の対象範囲を拡大 していく、というの

が現実的な方策であろう。

この場合 、直接通報が無人化 ・省人化傾向の高

い対象物 によ り適 した システムであること、人命

危険の高い対象物やかけがえのない価値 をもつ対

象物 などの優先度が高 いことを考 えると、次のタ

ーゲ ッ トとして、重要文化財 や旅館 ・ホテル等が

考 えられよう。

すでに、当庁 では、夜問無人 となる重要文化財

について、直接通報 の導入を積極的に働 きかけて

お り、承認事夕けもあるし、他 の観光都市等では、

市の方針 として旅館 ・ホテル等 に対 する直接通報

を優先 して実施 しているところもあるようである。

2)ホ ームセキュ リテ ィと直接通報

個 人住宅 に火災やガス漏れ等のセ ンサーをつけ

て情報パネルで管理 した り、情報バネルに通信回

線を接続 して 自動的 に通報 や連絡等 を行 うことが

できる 「ホームセキュリティ」の開発 ・普及が進

んできている。

このホームセキ ュリテ ィで、自動的 に通報や違

絡 を行 おうとする場合 には、これまで述べてきた

直接通報 や即時通報 についての問題点が、そつく

り当てはまることがおわか りいただけるだろう。

特 に、火災情報等の遠隔監視 については、すで

に先行 して実施 している警備業者 に加 えて、住宅
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管理会社 、不動産管理会社 、ガス会社 、電力会社 、

通信事業者 、タクシー会社等 さまざまな業種 が検

討 中であると言われてお り、一部実施段階 に至 っ

ているところもあるため、即時通報 については、

近々検討 の俎上 に乗せ る必要 がでてくるか もしれ

なし、

また、独 り暮 らしのお年寄 りの家 などで、火災

等の情報 を隣家や近所の家 、親戚等 に自動的 に連

絡することも行 われているようであ り、このよう

な場合 には、即時通報 を認めるか否かについて、

消防機関 としてさらに厳 しい判断が求 められてこ

よう。

いずれ にしろ、ホームセキュリティについては、

通信機器 メーカーや住宅部品メーカーの論理 で機

器の開発が先行 し、運用 については社会的ニーズ

と企業論理がないまぜになって、これか らまさに

動 きだそうとしているところであるが、非火災報

対策の効果 と消防運用の限界をベースにしながら、

公設消防の役割 、受益者負担 と社会的公平性等 と

いった、消防の側の論理 でホームセキ ュリテ ィに

ついての考 え方 を整理 し直す必要 があるもの と考

えられ る。

また、出火住戸 における人命安全 については、

炎が立 ち上 がってか ら数分間で炎上 して しまう住

宅 も多いため、煙感知器の使用や内装 の不燃化 、

1室 の区画性能 の向上等 をセ ッ トにして火災の早

期感知 と火煙の拡大速度の遅延 を図る一方で、隣

近所の人々の活動 をシステムの一環 として積極的

に組み込むことにで もしないと、即時通報 どころ

か直接通報 であって も、実効性 という点か らは必

ず しも充分 とは言えないことにも注意 してお く必

要 があろう。

3)今 後の新通報 システムの展開

現在 、東京消防庁 で受 け入れている直接通報 の

システムは、記憶 された情報 を必要 に応 じて音声

で伝達 するシステムであ り、消防庁の指令台の シ

ステムを変更 しなくて もそのままで受 け入れ可能

である、という点が優 れているが、情報の量、伝

達の速 さ、伝達 の正確 さ等の点で、改善の余地が

大いにある。

もし指令台の システムを変 えることを前提 とす

るのであれば、文字情報 で伝達する方法、それに
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画像情報 を加 える方法 、それ らと 「発信地表示 シ

ステム(119番した電話器の電話番号 を逆探知 して

その電話器のある場所の近辺 の地図をCRT上 に

表示するシステム)」とを組み合 わせ る方法 、対象

物の情報 を消防側 のコンピュータにス トックして

おき (これは現在 でも行 っている)通 報 と運動 し

て表示する方法など、より優れたシステムがいろ

いろ考 えられる。

この場合 、情報 のメンテナンスをどうするか、

異なるシステムとの間の接続が可能か どうか、指

令台の システムが各都市 によって異なるため直接

通報の機器等が安イ面にできないのではないか、な

どの新 たな課題がでて くるため、当面は、現行 の

システムに発信地表示 システムを組み合わせた り、

通報 と運動 して情報 を呼 び出す システム程度 でい

くことになると思 われるが、いずれは、音声 によ

る伝達か ら (またはこれ と併 せて)文 字 と画像 を

中心 とする伝達 に変わっていくことになるのでは

なかろうか。

同様のことは、警備会社等が遠隔監視 している

場合 にも言える。

現在は、自火報が作動 したという情報 を警備会

社等の情報セ ンターで受 けた場合は、その監視員

が 119番 して、あ らか じめコンピュータ等 にス ト

ックしてある情報 を音声で伝達 しているが、情報

伝達の量、速度、正確 さの観点か らすれば、警備

会社等の情報 センターのコンピュータを消防機関

のコンピュータに接続 して、火災対象物 に関する

情報 を直接伝達するようにする方が望 ましいに違

いない。

これについて も、果なるコンピュータ間の接続

や機密保持等の問題がでて くると思われるが、対

象 となる数 が限られているので、直接通報の場合

よりは解決が容易ではなかろうか。

いずれにしろ、新通報 システムと呼 ばれるもの

は、ここ 2～ 3年 急激 に実用化 されてきた もので

あ り、これか らさまざまな変化 や改善 が期待でき

るものであるので、東京消防庁 として も 「自動通

報 システム検討委員会」等 において、社会 、経済、

技術等の動 きを見なが ら、よりよいシステムはい

かにあるべきか検討 しているところである。

(こばやし きよういち/東 京消防庁指導課長)


